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姐¢

聖

火

東

粛

を

目

ざ

し

て

H

オ
リ
ン
ピ
ア
の
火
H

聖
火
は
秋
山
川
れ
の
十
月
二

日
午
後
二
時
渦
ぎ
、
赤
川
崎

ιて
入
善
町
の
最
終
走

者
よ
り
朝
日
町
の
第
一
走
者
に
引
献
が
れ
、
歓
迎
者

約

て

五

O
O人
の
歓
声
の
中
を
花
火
の
合
関
に
当

町
内
を
一
六
一
人
の
行
人
の
手
で
県
境
へ
と
ひ
た
走

る。

の
手
に
奉
持
さ
れ
県
境
の
境
橋
へ
、
六

η
O人
余
の

歓
迎
者
の
拍
手
と
訪
援
の
も
と
に
無
事
引
継
式
を
終

え
、
無
事
新
潟
県
へ
、

聖
火
は
一
路
東
京
へ
と
走
り

去
る
。

コ
バ
ル
ト
色
の
型
火
は
、
日
本
仰
の
糊
同
に
白
川
間

を
な
び
か
せ
な
が
ら
、
最
終
走
者
泊
高
三
年
横
山
君

ま
も
な
く
東
京
の
空
に
平
和
の
火
と
し
て
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
開
似
期
間
中
燃
え
さ
か
る
こ
と
を
願
っ
て
。

型
火
を
見
ょ
う
と
制
日
町
内
の
歓
迎
宕
は
約
七
、

0
0
0人
会
で
し
た
。

第
五
回
朝
日
町
開
会
定
例
会
（
第
一
白
〉
九
、

二
一

議
集
第
十
三
号
工
事
消
印
・
契
約
の
件

（
草
野

t
大
家
庄
線
街
路
改
良
工
事
）

議
お
第
十
四
号
町
道
路
線
認
定
説
び
変
更
の
件

以
上
二
件
原
案
ど
お
り
可
一訳
、
次
に
、

議
案
第

一

号

昭

和

三
十
八
年
度
朝
日
町
一
般

会
計
才
入
才
出
決
算

議
案
’
第
二
号

昭
和
三
十
八
年
度
朝
日
町
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
才
入
才
出

決
算
外

吋崎
京
第
三川写
t
第
十
二品
門
ま
で
の
各
特

別
会
計
才
入
才
出
決
筑
を

一
日和
総
川胞

と
し
、
脱
明、

白
川
獄
後
そ
れ
ぞ
れ
川
町

村
委
員
会
に
付
託
さ
れ
て
第
一
日
の

会
議
は
終
る
。

第
五
回
朝
日
町
議
会
定
例
会
再
開
ハ
第

二
日
）
九
、
二
六

昭
和
三
十
八
年
度
会
計
決
算
及
び
町

政
に
対
す
る
一
般
質
問
、
決
算
に
対
す

る
名
常
任
委
員
長
報
告
後
議
案
第
一
号

か
ら
議
奈
第
十
二
対
ま
で
の
昭
和
一
二
十

八
年
度

一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
才
入

才
出
決
訴
に
対
す
る
表
決
の
制
民
認
定

りよ？こム一品（笠
可
決
。

本
会
に
お
い
て
正
副
議
長
片
び
監
究
委
員
の
私
約

京
代
常
び
に
任
期
満
了
に
よ
る
常
粁
委
員
の
改
選
が

行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
議
会
内
部
の

調
整
上
十
月
二
十
日
を
制
限
度
と
し
て
延
期
さ
れ
る
。

ま
た
教
育
委
員
二
名
が
任
期
満
了
に
な
る
の
で
こ
の

改
選
も
あ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
が
こ
れ
も
行
な
わ

れ
な
か
っ
た
。

問
体
育
大
会
は
地
区
ご
と
で

こ
の
程
聞
か
れ
た
侠
長
会
、
地
区
体
育
協
会
妥
の

合
同
会
議
に
お
い
て
、
町
民
体
育
大
会
の
開
催
に
つ

い
て
話
し
合
っ
た
結
果
、
各
地
区
町
民
の
意
見
等
を

考
躍
し
、
隔
年
お
き
に
中
央
で
開
催
す
る
こ
と
に
決

定
し
ま
し
た
。

本
年
は
中
央
で
行
な
わ
ず
、
地
区
町
民
体
育
大
会

を
も
っ
て
朝
日
町
民
体
育
大
会
と
す
る
こ
と
と
し
、

開
催
す
る
酬
区
に
対
し
て
は
大
会
の
運
営
費
の
一
部

と
し
て
若
干
経
費
を
交
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

重
度
精
神
薄
弱
児

一
人
に
月
額
千
円
を
支
給

草
庵
精
神
沼
山
判
児
扶
食
手
当
法
は
七
月
二
日
法
律

第
百
三
十
四
国
「
を
も
っ
て
公
布
さ
れ
、
九
月
一
日
か

ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

今
ま
で
精
簿
児
に
対
し
て
と
っ
て
き
た
福
祉
施
策

を
み
ま
す
と
、

母
子
保
健
対
策
に
よ
っ
て
精
簿
児
の

出
生
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
不
幸
に
し
て
精
簿
児

．
に
な
っ
た
児
童
に
つ
い
て
は
児
竜
相
談
所
を
泊
じ
て

相
談
指
場

3

夜
宅
指
端
、
初
薄
児
抑
設
、
巾
親
制
度

を
活
用
し
て
の
援
織
を
行
な
っ
て
い
ま
し
た。

し
か

し、

問
苅
兇
の
福
祉
を
M
m
A
mす
る
た
め
に
は
、
訪
山

設
の
内
存
ー
を
充
実
す
る
と
と
も
に
、
料
訪
問
児
が
家
庇

で
介
抱
さ
れ
て
い
る
場
合
、
在
宅
指
m喝
を
強
化
す
る

ほ
か
、
特
に
委
度
精
薄
児
の
父
母
そ
の
他
の
養
育
者

に
対
し
国
が
特
別
の
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
っ

て、

精
簿
児
対
策
の
一
歩
前
進
を
図
る
必
夢
が
あ
る

の
で
な
か
ろ
う
か
。
以
下
同
法
の
概
要
で
す
。

重
昨
吋
精
薄
児
と
は
二
十
才
未
満
で
あ
っ
て
、
精
神

の
発
途
が
必
れ
て
い
る
た
め
、
臼
常
生
活
に
お
い
て

常
に
他
人
の
介
舗
を
嬰
す
る
程
度
の
状
態
に
あ
る

者。
支
給
制
官
件
は、

臨
陵
村
邦
児
の
文
、

時
が
そ
の
重

度
村
苅
児
を
慌
越
し
て
い
る
と
み
て
父
母
が
な
い
か

ま
た
は
父
母
が
監
部
し
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

電
度
精
薄
児
の
父
母
以
外
の
者
が
そ
の
重
度
椅
簿
児

を
養
育
す
る
と
き
父
、
母
ま
た
は
養
育
者
に
対
し
手

当
を
支
給
す
る
。

支
給
制
限
は
重
度
精
諸
問
児
は
日
本
国
民
で
な
い
と

き
。
父
、
母
の
苑
亡
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
公
的
年

金
給
付
を
受
け
て
い
る
と
き
。
父
、
母
ま
た
は
養
育

者
が
日
本
国
民
で
な
い
と
き
。
国
民
年
金
法
に
基

づ
く
福
祉
年
金
及
び
児
童
扶
養
手
当
法
の
扶
養
手
当

以
外
の
公
的
年
金
給
付
を
受
け
て
い
る
と
き
。
附
年

に
お
け
る
県
民
税
の
所
得
制
の
課
税
対
象
所
得
金
額

が
二
十
万
円
を
こ
え
た
と
き
、
児
童
一
人
に
三
万
円

の
続
除
。

手
当
箱
と
支
給
期
間
は
重
度
情
簿
児

一
人
に
つ
き

月
額
千
円
を
支
給
す
る
こ
と
と
し
、
支
給
期
聞
は
認

定
請
求
を
行
な
っ
た
日
の
翌
月
か
ら
支
給
事
由
の

消
滅
し
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
原
則
と
す
る
。

支
払
期
月
は
毎
年
一
月
、
五
月
、
九
月
の
三
期
に

前
月
ま
で
の
分
を
支
払
う
と
と
に
し
て
い
ま
す
。

認
定
請
求
の
受
け
付
け
は
民
牛
課
で
行
な
っ
て
お

り
ま
す
か
ら
、
こ
の
制
度
の
利
用
に
つ
い
て
民
生
委

員
、
民
生
謀
に
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

（
民
生
課
〉ny』
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U
4
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(2) 

の

昔
日
一

大

家

庄
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七
月
の
炎
天
を
つ
い
て
、
二
十
四
日
午

後
我
わ
れ

一
行
は
大
家
庄
へ
と
車
を
進
め

た。大
家
庄
は
朝
日
町
で
最
も
古
く
妬
か
れ

文
化
政
治
の
ム
中
心
地
で
あ
っ
た
。
従
っ
て

麿
史
的
に
も
恐
多
の
話
題
が
残
さ
れ
て
い

る。大
家
町
は
昔
時
尾
井
正
と
も
一
広
い
、
ま

＃・〆

・ン
ヨ

た
御
所
と
も
糾
し
た
。

大
彦
命
の
一
族
丈
部
民
が
こ
の
地
に
米

り
郷
を
成
し
、
後
左
大
陀
魚
名
六
世
の
係

議
原
利
仁
の
第
三
の
子
井
円
三
郎
光
義
の

一
族
が
こ
こ
に
住
居
し
て
そ
の
勢
力
を
ほ

し
い
ま
ま
に
し
た
と
い
う
。

大
家
正
に
は
不
動
堂
、
金
山
、
井
ノ
U

下
山
新
、
三
枚
楠
（
古
川
三
味
堂
村
と
称

す
）
等
の
地
名
が
あ
る
。

金
山
は
往
時
八
平
堂
字
を
伺
し
、
寺
院

多
く
大
市
制
で
あ
っ
た
が
、
天
長
の
凶

（約
千
百
五
十
年
前
）
地
震
の
た
め
他
の

際
の
山
崩
れ
が
あ
っ
て
、
次
胤
に
よ
る
土

砂
の
流
出
で
全
村
即
位
し
た
と
い
う
伝
説

が
あ
る
。
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
今
で
も
土
中

か
ら
古
い
土
器
や
木
石
（
化
石
〉
が
掘
り

附
さ
れ
て
い
る
。

井
口
減
胤
は
井
ノ
は
に
あ
っ
て
、
越
山

二
年
お
ww－
時
ぷ
が
居
住
し
た
と
い
う
。
今

か
ら
約
六
百
三
十
作
川
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
後
飢
仰
必
の
店
以
と
な
っ
た
が
、
天

文
十
二
年
と
杉
謙
一
仁
川
の
り
ハ
乱
に
落
城
し

た
。
井
ノ
口
に
航
跡
と
呼
称
し
視
布
地
む

が
残
っ
て
い
る
。

天
香
寺
は
こ
の
附
方
で
沿
も
山
く
、
返

く
弘
安
の
こ
ろ
似
制
和
尚
（
弘
安
五
年
四

月
八
日
死
亡
）
相
州
雌
寝
起
長
守
川
派
と

し
て
本
寺
を
挫
て
、
そ
の
後
十
二
代
を
経

て
元
和
九
年
総
市
寺
十
七
世
竹
山
記
倣
大

和
尚
抑
制
が
人
山
し
た
。

こ
の
人
こ
そ
一
人
得
守
中
間
刊
の
名
川
で
あ

る
。
以
来
三
十
六
代
、
ま
た
開
山
低
利
和

ひさあ（野道量産品説）第110号

尚
か
ら
数
え
て
三
十
八
代
田
が
現
在
の
．
厨

雄
和
尚
で
あ
る
か
ら
、
約
六
百
八
十
余
年

を
閲
し
、
摘
水
オザ
と
と
J

も
に
地
方
柿
に
み

る
古
利
で
あ
る
。

天
香
寺
は
元
大
家
庄
門
前
地
に
あ
っ

て
、
大
伽
藍
で
あ
っ
た
が
、
火
災
に
あ
い

焼
失
し
、
巌
秀
悦
和
尚
の
時
代
に
現
在
の

地
坊
固
に
移
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

十μ
匂
に
つ
つ
ま
れ
、
山
門
仏
殿
皆
古
色

掛
か
に
自
ら
古
利
の
風
格
を
純
じ
さ
せ

ザ

h
v
oこ

の
守
の
第
一
の
日
仏
で
あ
る
柴
川
朋

璃
た
如
来
は
木
彫
凶
像
で
連
弁
に
は
抑
苛

が
若
色
さ
れ
て
い
る
。
十
聞
く
ら
い
の
小

仏
院
で
、
気
品
高
く
優
れ
た
作
で
、
鎌
倉

時
代
の
作
と
思
わ
れ
る
。

hvの
縁
起
一
に
よ
れ
ば
、
井
口
域
治
以
の

と
き
、
城
主
館
側
正
（
縁
起
に
は
舘
附
尉

と
あ
る
が
仰
圧
の
説
り
？
〉
の
家
老
持
口

脳
人
が
州
比
の
守
謎
仏
で
あ
っ
た
柴
仰
瑠

璃
允
如
味
を
大
香
寺
へ
納
め
た
。

し
か
る
に
後
年
仰
火
山国間
に
あ
い
寺
院
が
悦

失
し
た
の
で
、
仏
像
の
行
方
が
不
明
に
な

っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
延
円上
三
年
九
月
七
日

元
の
地
－
門
前
地
）
に
あ
る
「
井
戸
よ
り

掘
り
卜
げ
安
附
せ
よ
」
と
の
一
歩
の
お
告
げ

が
あ
一っ
て
堀
り
上
げ
、
現
在
の
仏
殿
に
安

置
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
あ
り
、
宗
教
卜
か

ら
み
て
も
田
純
深
い
尊
い
仏
像
で
あ
る
。

ま
た
正
面
の
開
時
仏
薬
師
如
米
は
木
彫

金
箔
拾
の
刊
削
除
殺
な
陀
像
で
、
挟
仲
に

日
品
川
、
月
光
仏
宏
化
し
、
周
川
に
十
二
神

何
が
防
ま
れ
、
日
光
月
光
仏
と
と
も
に
彩

色
が
仰
さ
れ
て
い
る
。

江
戸
時
代
の
作

ヅ

ν
ガ
シ

で
、
仏
合
胞
に
は
一
γ
禄
五
年
と
先
的
で
書

き
入
れ
て
あ
る
。

仏
』
門
出
の
川
町
開
小
れ
に
八
一時
、
ト
k

に
不
動

の
弥
像
が
～
支
持
さ
れ
、
神
仏
泊
代
の
斤
を

偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
仙
に
大
作
家
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
と

い
う

M
凪
一
双
が
あ
る
。
二
十
四
孝
を
幽

い
た
川
刊
号
色
の
も
の
で
二
十
四
牧
が
張
ら

れ
て
い
る
。
一
札
戸
時
代
の
作
で
あ
ろ
う
。

そ
の
他
l
u
文
書
等
十
い
い
文
献
や
物
件
が
似

い
の
は
い
さ
さ
か
さ
び
し
い
。
た
だ
裏
地

内
に
古
い
五
輪
の
塔
が
あ
る
。
心
無
し
に

塔
は
ト
下
分
散
さ
れ
て
い
る
が
、
集
め
て

組
立
て
れ
ば
立
派
に
で
き
、
・
寺
の
腔
耐
火
を

裏
付
け
す
る
大
切
な
資
料
の

一
つ
に
も
な

る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
朝
日
町
十
村
役
で
あ
っ
た
大
井
四

郎
た
衛
門
の
芸
が
あ
る
。

初
代
大
井
四
郎
氏
衛
門
は
能
登
の
出
身

で
、
犯
収
十

一
年
十
一
月
加
賀
滞
の
十
村

役
（
飢
土
の
補
助
）
と
し
て
、
加
賀
の
国

金
沢
か
ら
例
日
問
方
六
十
三
カ
村
の
文
配

者
と
し
て
殿
刊
（
山
崎
村
般
利
〉
に
米
り

役
一山
を
設
け
た
。

強
十
二
年
肝
出
の
創
設
と
と
も
に
、
新

制
の
ギ
十
村
（
部
、
改
作
両
奉
行
の
時
督

下
の
自
主
性
あ
る
自
治
公
共
川
休
の
執
行

機
関
）
役
と
な
り
、
承
店
三
年
七
月
御
扶

持
人
十
付
に
界
絡
の
ま
ま
同

一
一地
方
を
支

配
し
、
市門治
元
年
代
日
（
机
研
徴
収
〉
を

兼
任
し
、
加
賀
一
鴻
特
れ
の
十
判
制
度
の
十

村
代
官
と
な
っ
た
（
十
村
に
つ
い
て

「
日

本
開
山
人
」
第
一
六
五
号
野
山
二
郎
氏
軌
策

の

「加
作
部
制
度
」
参
間
）
。

ま
た
こ
の
人
の
と
き
に
、
こ
の
蹴
判
が

こ
の
地
区
の
続
村
と
し
て
「
十
村
」
と
呼
ば

農
業
経
営
形
態
の
推
移

ヨE
K

沿
夫
五
年
間
に
お
け
る
州
日

5
1
町
の
咋
不
必
業
別
農
家
の
肋
き

酷
聞
は
凶
表
の
一
叫
す
と
お
り
で
あ
る

・’U

が
、
附
和
三一
十
五
年
に
お
い
て

7
1

間
六
一
一戸
（

一
八
・
七
%
〉
の

J
d
J

噂
業
血
液
が
附
和
三
十
九
年
に

ー
じ

は
二
七
二

戸

（
二
・

三
%〉

汁

と
激
減

、

第

五

雪

一
川
従
業

当
対

決
家
へ
と
そ
れ
ぞ
れ
移
行
し
て

ι
Ekn

L
る。

γ

」ヨ

こ

の

推

移

の

即
印
は
い
ろ
レ

一
ろ
あ
る
が
、
民
近
の
め
ざ
ま
し
い
機
械

一
円
叱
に
よ
る
、
合
ト
刺
労
働
力
の
他
渡
来

へ

一
の
紅
梅
と
、
経
伐
の
削
大
す
る
州
民
茶
臼

一
体
の
行
人一
川
り
か
ら
く
る
農
外
に
収
入
諒

一
を
化
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
き

一
て
い
る
こ
と
な
ど
の
明
わ
れ
と
思
わ
れ

れ
て
い
た
が
、

官
峨
名
と
同
一
で
あ
る
の

は
不
当
で
あ
る
と
い
う
の
で
「
殿
村
」
と

改
称
せ
し
め
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

巧
世
の
開
拓
者
朝
日
町
初
代
の
十
村
代

官
大
井
四
郎
左
エ
門
も
命
っ
き
て
延
宝
六

年
七
月
病
死
、
二
代
大
井
四
郎
左
衛
門
は

元
和
元
年
十
二
月
早
川
し
た
が
、
男
子
相

続
人
が
な
く
、
二
代
に
し
て
十
村
役
と
し

て
の
大
井
家
は
断
絶
し
た
の
で
あ
る
。

殿
町
の
大
井
家
に
は
、
拾
（
鋭
び
て
い

て
作
者
不
詳
）
及
び
兼
房
の
作
と
い
う
小

刀
が
一

以
保
存
さ
れ
て
い
る
。

我
わ
れ
は
山
崎
地
区
及
び
犬
家
正
地
区

に
出
向
さ
れ
た
調
査
を
次
回
に
譲
り
、

房
雄

和
尚
の
厚
意
に
謝
し
山
内
を
出
た
。
時
は

午
後
六
時
。

夕
暮
れ
を
告
ぐ
る
寺
院
の
鈍
は
い
づ
く

と
も
な
く
響
き
、
小
川
の
水
面
に
遠
く
流

れ

た

。

相

戸

1

！
 

南

一
お

わ

び

一

前
川
笹
川
の
記
事
中、

「
正
覚
寺
本
草

は
明
治
初
期
の
内
怨
」
と
あ
る
を

「江
戸

中
別
に
再
悠
」
、
ま
た
「
同
時
の
庭
園
は

明
治
中
期
の
茶
人
」
と
あ
る
を

「
江
戸
末

期
の
茶
人
」
と
訂
正
い
た
し
ま
す
。

る。、、 .j、ぇ。北京東京と

.jfi.ji_~－h.JL仰すみも~1,H~・:d:_.0.,W：・

ォ・；，F全，，！＂・五＜'i・I 

Ji・, f長v

回閣盟副

tGjS-埠

（
統
計
係
〉

。yιF
hu
n
J

－

a;;,,.y:;: 

流
行
性
感
冒
に
つ
い
て

秋
も
深
ま
り
楠
々
の
病
気
の
起
こ
り
易

い
李
節
と
な
り
ま
し
た
、
こ
の
時
期
に

一

番
多
く
の
人
が
悩
ま
さ
れ
る
流
行
性
首
相
官

に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
と
、
定
義
は
む

つ
か
し
く
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
よ
う
で

す
が
、

大
体
外
界
の
温
度
と
身
体
と
の
調

子
に
狂
い
が

生

じ
た
と
き
、
ま
た
感
冒

の
流
行
の
時
期
に
映
画
館
や
多
数
の
人
が

稼
集
し
て
い
る
所
で
感
冒
患
者
の
口
か
ら

排
州
す
る
向
醇
体
〈
イ
ン
フ
ル
イ
ン
グ
ウ

ヱ
レ
ス
菌
）
を
自
分
が
吸
い
込
ん
だ
（
潜

伏
期
間
三
十
四
時
間

t
七
十
四
時
間
位
）

こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
も
の
と
、
う
た

わ
れ
て
お
り
ま
す
。

－J
i
－
－
但
し
体
力
の
強
い
人
は
発
生

一

nJ一
し
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

一

一

こ
の
予
防
と
し
て
は
な
ん
と

一
よ

一

い
っ
て
も
予
防
接
締
が
第

一
で

て
こ

一
あ
り
ま
す
。

一

f
一
こ
の
予
防
接
慢
の
効
果
は
接

一
ふ
奥

一
明
間
後
二
週
間
か
ら
三
週
間
で
効

一
R
l
一
県
が
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
だ
か
ら

函
末

一
流
行
に
備
え
る
場
合
は
は
や
め

－
・ト
こ

に
抜
州
を
受
け
る
こ
と
で
す
。

一
回問問

一

第
二
の
予
防
と
し
て

「
う
が

一
幸
之

一

い
」
や
「
ま
す
く
」
に
つ
い
て

三
出

一
市
上
げ
ま
す
と
、
い
ろ
い
ろ
な

ニ
耳ペ

一
細
山
や
ホ
づ
り
ま
た
ウ
エ
レ

一
司
十

一

ス
閣
を
呼
吸
と
共
に
吸
い
込
ま

E－
一
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
「
ま

｜
｜

－
す
く
」
が
必
要
で
る
り
ま
す
。

ま
た
呼
政
と
共
に
政
い
込
み
、

自
分
の

ノ
ド
の
帥
仙
川
、に
附
着
し
て
い
る
い
ろ
い
ろ

な
制
的
や
ホ
コ
リ
宏
洗
い
流
す
た
め
に
「

う
が
い
」
を
行
な
う
の
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
こ
の
よ
う
な
「
病
気
」
に
強
く
な

る
た
め
に
一
的
的
な
対
策
と
し
て

①
円
引
か
ら
栄
公
に
気
を
つ
け
過
労
を
さ

け
る
こ
と
。
②
一汁
を
か
い
た
湯
合
後
始
末

を
充
分
に
ナ
る
こ
と
。
①
皮
柑
の
働
き
を

よ
く
す
る
た
め
に
冷
水
陪
慨
を
行
な
う
乙

と
秋
に
な
っ
て
何
日
冷
水
摩
擦
が
む
つ
か

し
い
と
す
れ
ば
入
浴
後
冷
水
を
併
び
る
こ

と
も
方
訟
で
あ
り
ま
す
。

「
か
ぜ
」
は
が
山
の
も
と
で
あ
り
ま
す

か
ら
光
分
ご
間
意
く
だ
さ
い
。

大
家
作
一
秒
一
河
川
長

医

師

伊

東
忠
一

｜

雌
日
時
r
j
i
J

i;,1,J~ 8;/J7!Jf !!l!Jo~ 



昭和 39年 10月 10日
月 刊〈毎月10日発行〉ひさあ( 3) （妥？！？善良品針）第110号

昭和39年8月20日て’コ L、監査結果の公表に号1 g 第監4国

4 操 業委員タ｜ 282.8001 52・rno:230.s2ol 1 s. 4 
・委員 選挙政｜ I I I 
5 衆議院議員jj!挙t~I 507.800' 536.4901 31.3101 D・l 4 

（凶公償資 I22.778,736: 22.718,6521 84! 9U. ~ I 

1.元利 mi::'i:l t1t. I 19,908,600: 19,9os.516i 841 99. 91 

2.利 子 12.s10,13G1 2.s10,13s! 01100.0 

03) .11'f 支出金 Irn.?2s.s241i （ι71 ~ .583l1 rn .2~ u1 99. n 

3地方 出！｝I!n I 1.831.92!3 l 083 LD2n o! JOO. (J 

4繰 w 金 Isoo.ooa・ 500.000 011 oo. o 

5. Hh的以償辺金 I1.868.895 1.868.895 o: Joo. o 

6. itt: .f't I 2,525,000 2.518,759 6:2411 99. 7 

(14) 予 備伐 ~ 449.700 - 1.605 

ボ執行額について

1.財産政

維持：U:.t1J!J告を－；－＇；Jlt.'f/JI）会計に似品・えしたのと釦立金につ

いては鉄泊urrrの平1)-fi減額による。

2. 選挙政

民主：委員会委i-L主主幹が飢餓？となったためi党束、開烈に

関する経貨が不用。

以上は米執行顔に対する主な理由である。

5. 事務事業の執行状列 ( s 38年度）

1) 庶務関係

特に述べることなし。

2) 人事関係

ア職員の陸f~t診断 38.9 31突J.if!i

イ 職員研修児子初級職員 38.7 女子初級純員 38.9
技術職員 38.10 県主催による研健会に派j白

共済組合間w.：：調克、 退職手当組合l隊員版ぼ留の調製、

その他地方公務員の宍態調査

朝日町一郎職員等の給与に関する規則について検討中

〈郡内 3町同一歩調のもの）

3）選挙関係

ア 選 挙 執 行

＠ 寓山県議会議員の選挙 38. 4.17 
＠ l：白日町b1!l業委員会安員の選挙（無競争）38. 7.] 5 
＠ 然議院議員徳選挙 38‘1 l. 21 

イ 選挙人名問の調製

;i~木選挙人名簿及び補助選挙人名簿の制収及び向区
漁業調幣委員会委員選挙人名簿‘農業委員会香員選挙

人名；噂の調製。

公明選挙常時砕発

第 1日話し合い指導者講習会 38. 9. 16 
第 2目 。 38.10. 28 
公明選挙抑進協議会 39. 3.28 

広報、l町内会、街灯、防犯（交通安全）関係

町肉会長大会、国民生i'・<Ii.委員大会と滞ねて｝ !nl開催

街灯（防犯幻合む）附設子定筒所の捌査 38.10 ＊＇必
監査現在則日における街灯〈防犯灯合む〉

総数 424灯
38年度中においての増灯数 34灯
交通安全運動の実施毎月10日、20EI30F1の3日間は交

通安全協会の協力を得て交通指導を行う。

総務課 （1)
地方自治法第 199~長第 3raの規定に基づき、明日町総務部の

監査を行なったのでもの結以を次のとおり公表する。

1. 監査月日

昭和39年8月5日

事務の分掌

当課における主な事務は次のとおりで、謀長外10弘、J出

絡所勤務3名（内2人は臨｜悶！日〉助手5名 （内 1人休職） 111 
防署員7名、計30包で担当している。

主な事務

1) 公印の管守

2) 庁内及び他行政機関並びに公的諮問体とのifil給制？を及び

町内会に関すること。

人事、給与、股員共済、lfi抱負研修及び厚生関係。

選挙関係

戸籍事務（住民登録、人口動態、 外国人登録、 l~ll鑑翌鉢
証明等を含む。 ）

6) 条例、規則、規程及び公告式に｜却すること。

7) 事務及び行政機構の改善。

8) lfl］政運営の総合企副及び総合開発関係。

9) 重要文書の保管。

10) 庁内の取り締り及び当直関係。

11) 自衛官の募集。

12) 消防関係。

13) 公平委員会及び人権ょう説委員に関すること。

14) 財政関係。

15) 町有財産並びに営造物の取得管場及び処分。

16) 食糧配給関係。

17) その他、他の課の主管に属しない事頃。

3. 事務処理について

概ね良好と認めるが、財産台帳並盟について沼千欠ける

点、があったので法定：を要する。

予算の執行状況

昭和38￥度会計

歳出

1
 

・川以原1会‘ζL 
2且i良ロ坂朝日町監査委員

ウ

..... 

－ 
総務訪！i抗告関係

、E

，，，
、、，
，，、、，
J

nぺ
U
d
Hヨ
F
h
υ

ウ

款 項 ｜予算現額 ｜執行額i未執行額｜執行持｛I
I I I I '71>' 

(2）役場 資 I38.471.9281 38.468.7591 s.1691 gg. 9 

1役 場 職員控 I35,507 ,2281 35,506.9371 2911 99' G! 

2.監査諸 費 1 68・0001 65.3331 2.6671 96. o: 

2.896.7001 2.896.4891 2 

]0.734.400110.733.292! Ll , , 

99. 91 

99. 91 

97.9 

l l 

08 

183 

925 

3.818,017 3.818.200 

6.916・200 

殺
（
費

貨

防

防署

3.諸

(3）消

1. if~ 

2.消

4) 

ア

イ

99.6 

75.2 

70.2 

32.416 

5,145 

27.271 

400,276 

734 

6,915,275 

L572,212 

1.4 89,48 ：~ 

82,729 

9116,324 

1.604 .628, ' 

1,494、628

110.000 

l 0346 .600 

費

費

（ω選

1選挙管.l1f委員会費

(9） 財

1.財産管出資

2.械 I

貨

防団

産

'[ 

挙

ウ

99.1 

99.0 

59.7 

700 

136,912 

89.866 

64.300 

203,488 

90唱600

65.000 

340.400' 

2.公明選挙啓発費

3.県議会議員選挙資



(4) 

町
営
プ

i
ルの

使

用

状

況

和 39年 10月 10日
刊 （毎月10日発行〉

六
月
二
十
八
日
プ
l

戸
聞
き
か
ら
、
九

月
十
四
日
プ

l
w
納
め
ま
で
七
十
九
日

間
、
始
め
て
の
町
営
．
ア
ー
ル
の
述
営
に
も

か
か
わ
ら
ず
、

町
任
感
の
充
実
し
た
三
人

の
院
制
民
の
抽
出
心
な
職
務
の
遂
行
と
、
プ

l
w
使
川
者
を
鈷
め
、

泊
小
中
高
並
に
町

民
の
出
畔
あ
る
協
力
の
お
か
げ
で
、
朋
問

中
州
ん
の
事
政
も
な
く
、
清
涼
で
規
律
正

し
い
プ
ー
ル
む
開
運
営
が
で
き
、
大
き
な

成
燥
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

た
だ
七
十
九
日
間
の
開
設
中、

プ
l
w

の
掃
除
の
た
め
二
十

一
日
間
も
似
用
の
で

き
な
い
・H
が
あ
り
、
多
く
の
プ
ー
ル
使
用

荷
か
・り
、
－

日
も
単
く
浄
化
水
池
内
殺
を

光
仰
し
、
こ
の
立
派
な
プ
ー
ル
を
令
山
間

フ
ι
げ
に
利
加
し
町
民
体
位
と
水
泳
水
仰
の

向
上
に
つ
い
て
よ
り
一
そ
う
の
成
以
を
あ

げ
る
よ
う
強
い
嬰
虫
が
あ
り
、
そ
の
他
日

似
の
新
設
、

νヤ
ワ
1
胞
設
の
改
善
得
、

な
お
縫
多
の
施
設
改
善
が
事
え
さ
れ
て
い

る。町
営
プ

l
ル
使
用
状
況

開
設
期
間
六
月
二
十
八
円
よ
り
九
月
十

四
日
ま
で

開
設
日
数
七
十
九
日

摘
肱
日

銀

二

十

一

日

掃

除
回
数
九
回

口す

一

（
開
設
前
後
二
M
〉

。

一
休

日

一

日

（

品川
休
八
ハ
十
六
日
〉

九

一
似
用
日
数
五
十
七
H

第

一
使
用
別
問
中
の
天
候
状
況

m
w一
附
（
三
十
九
日
）
雨

ハ
十
二
日
）

8
認

一

位

（
出
H
）
附
恰
（
二
日
）

月
物

一
月
別
入
場
人
員

0
0司
H

－
i
li－
－

1
1
t
I
l
li
t－
－

ti
t－
－

0
1

年
一勧
一
ア
川

同

・
人

｜
防
ー
い

」
円
必
阿
川
敬
一

泊
純
一
一
六

八

一

九
凶
一

人
一

三
H
一

間
則
一
一
七

月

一

九
、八
一
九
人
一

一一一一

i

f
－

－
一
八

川

一

八
、
四
九
九
人
一

一一

一
旦

一
一
九

月

十

四
六
三
人
一

一一

日
一

一
一

計

一

一
九
、
六
二
二
人
一
五
七
臼
一

昭
月ひさあ

男
・
女
別
入
場
者
数

男

＝一
、志
ん
人

計

一九
、
主
ニ
人

使
用
者
区
分

大
人

一、百
四
人

児
抵
八
、
八
八
一一
人

時
十
校
教
科
使
用
者
叡

学
生
、
生
徒
、
児
車
、
総

数

回
、一（四
四
人

昭
和
一ニ
九
年
怖
い用
者
総
叡

一一回
、二
六
六
人

高
い
水
準
の

小
学
校
児
童
水
泳
記
録

去
る
八
月
九
日
朝

H
町
体
育
協
会
生
俄

で
町
営
プ
l

ル
で
行
な
わ
れ
た
町
民
水
泳

大
会
の
朝
日
町
小
学
校
児
童
水
泳
配
鉢
成

制
が
、
富
山
県
木
泳
協
会
よ
り
次
の
と
お

り
通
知
が
あ
っ
た
。

昭
和
三
十
九
年
度
富
山
県
児
量
水
泳
記

録
朝
日
町
成
績

（富
山
県
五
十
傑
）

（
所
、
〉
県
水
泳
協
会
で
認
め
ら
れ
る

－
記
録
は
公
認
プ
1
記
鉢
の
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す
ぐ
届
け
よ
う

福
祉
年
金
の
請
求
も
れ

昭
和
三
十
四
年
十
一

月

一
日
に
国
民
年

合
法
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
本
年
で
満
五
年

に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
引
祉
作
金
も
受
け

る
偽
利
が
つ
い
て
か
ら
五
年
以
内
に
訓
ぶ

し
な
い
と
泳
久
に
年
金
が
え
け
ら
れ
な
く

な
り
ま
す
。
例
え
ば
国
民
年
金
発
必
当
時

の
附
和
三
十
四
年
十
一
臼
一

日
に
沼
祉
年

金
に
該
当
す
る
者
が
、
水
忽
・の
十
月
三
十

一
日
ま
で
に
請
求
し
な
か
っ
た
場
合
は、

今
後
年
金
法
が
改
民
に
な
っ
て
校
給
で
き

ん

二

わ

が

町

に

夢

を

与
え
た
境
地
先
向
上
の
天
然
ガ
ス
の
調
資
は
炎
天

？
・

一

下
の
七
八
二
十
九
日
か
ら
九
パ
二
日
ま
で
、

県
波
に
よ
っ
て
、
帝
国

之

一

石
油
K
E
（本
任
東
京
）
商
号
尚一
力
採
脊
餓
長
等
四
名
で
、
夏
休
み
中

＼

＝

の
元
気
な
官
誕
生
男
女
十
余
人
を
測
量
助
手
に
、
従
削
調
貨
も
れ
と

山

山

ガ

一

な
っ
て
い
た
盤
以
来
市
出
ま
で
の
平
野
部
に
つ
い
て
主
力
支
社
出
’

一
仇

に

よ

り
同
庖
状
慨
を
制
ベ
、

天
然
ガ
ス
の
分
布
を
蝶
査
し
ま
し
た
。

J
ぺ
一

紡
川
山
ば
十
一
月
中
旬
判
明
す
る
が
、

祈
望
で
あ
れ
ば
試
制
に
か
か

弓
J

－

る
わ
け
で
す
。

山

P
一

こ
こ
ら
あ
た
り
で
同
州
を
は
じ
め
た
ト
タ
ン
に
、

伽
州
市
政
の
ガ
ス

十

一

が
．K
ま
で
川
上
げ
た
と
な
れ
ば
え
び
す
顔
だ
が
、
そ
う
問
mm
が
仰
す

圃

4
2
か
ど
う
か
、
あ
ま
り
期
待
し
て
い
て
ア
テ
が
外
れ
れ
ば
泌
的
も
ひ
ど

山

～

出

一

い
か
ら
、
山
以
上
が
ら

な

混

信

し

て

Z
み
る
こ
と
に
し
ま

山

＝

し
よ
う
。

（
産
掠
諜
）

る
よ
う
に
な
っ
て
も
請
求
す
る
織
刺
が
な

く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

七
十
才
を
必
ぎ
た
方
で
本
人
所
得
や
恩

給
を
受
給
し
て
い
る
た
め
に
福
祉
年
金
を

請
求
し
て
い
な
い
方
ゃ
、
ま
た
夫
に
死
別

さ
れ
た
方
で
中
学
卒
業
間
の
子
供
を
養
育

し
て
お
い
で
に
な
る
方
、
全
盲
‘
ろ
う
唖
、

肢
体
不
自
由
で
入
手
を
借
り
な
け
れ
ば
日

常
生
活
の
で
き
な
い
方
等
は
、
十
月
二
十

五
日
ロ
迄
役
場
民
生
課

へ
届
け
出
て
く
だ
さ

い
。

（
民
生
課
）

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

こ
の
祝
町
営
住
宅
桜
町
同
地
が
一

一戸
空

い
た
の
で
、
入
居
希
望
の
方
は
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

－

刷
込
場
所

胡
H
町
役
場
民
生
課

2

申
込

期

間

十

月
十
六
日
ま
で

3

抽
せ
ん
期
日
十
月
十
九
日
午
後
二
時



ひ

（上）
（下）

泊
駅
へ
向
か
う
新
米
自
動
車

貨
車
に
脳
み
こ
ま
れ
る
新
米

第
一
陣

例
年
の
こ
と
な
が
ら
、
日
山
以
の
ト
ッ

プ
を
切
っ
て
今
年
も
新
米
都
一
弓
州
市
が

昨
年
よ
り
六
日
叩
い
九
八
円
日
に
泊
駅
を

日
〉
発
山
中
し
た
。

刊
新

こ
の
日
大
家
正
地
区
で
的
一
閲
さ
れ
た
ホ

月
日
ウ
ネ
ン
、
越
路
息
・
生
四
百
七
十
円
川
引
が
午

叩
剖
－
前
八
時
、
大
家
庄
農
協
倉
庫
か
ら
ト
ヲ
ツ

年
所
↑
ク
宜
ム
n
で
積
み
出
さ
れ
、
閏
鉄
泊
駅
ホ
！

”
（
ム
で
、
野
本
富
山
食
制
事
務
所
長
、
久
保

和
刊
問
所
検
査
部
長
、
南
部
同
所
魚
津
支
所

昭
月
長
、
柳
原
向
所
朝
日
出
彊
附
長
な
ど
鍛
査

l
i
l－
－
関
係
者
の
ほ
か
、
億
出
日
通

一
’

一
市
山
支
店
公
用
課
長
、
地
元

一
ノ

・

一
の
清
水
大
家
正
農
協
賛
、
朝

一
一
日
町
役
場
職
員
等
多
数
が
見

一
ノ

＼

一
守
る
中
で
、
十
数
人
の
作
業

一

一

員
に
よ
っ
て
午
間
十
一
時
か

一
－
T
a
一

ら
貨
車
に
積
み
込
ま
れ
た
。

一，占
i
一

問
問
胤
は
午
後
二
時
五
十

一
J
A
O
－

－
の
悶
鉄
泊
駅
発
作
泊
貨
物

一
，

t
一
列
山
中
に
編
入
、
う
ち

一
車
制

－

rz－
一
（
二
百
三
十
七
カ
マ
λ
）
は

一
世
嗣
『

一
五
日
午
後
七
時
三
十
分
、
大

一

Hリ
一

阪
梅
田
駅
に
、
残
り
の

一
率

一
宮
タ
一

輔
は
六
日
午
前
八
時
四
十
分

一

p

一
兵
庫
県
の
伊
丹
駅
に
そ
れ
ぞ

一
U
ト

一
れ
同
け
ら
れ
た
。

一、－d
v

一

一
－
－
e
一
同
位
協
か
ら
の
旧
山
下
の
ト

一
工

川

一

ツ
プ
を
切
っ
て
新
米
ゆ
利
山

一
．T
2
aご

州
さ
れ
る
の
は
間
和
三
十
年

－PI
l
l－－

以
来
七
回
目
で
、
喬
り
高
い

越
中
米
の
初
名
乗
り
を
続
け
て
い
る
。

（
高
弟
誤
）

さあ( 6 ）（~~溢錫針）第110号
〈
写

真
〉

い
て
そ
の
方
法
や
災
施
作
業
に
つ
い
て
研

究
し
て
行
く
べ
き
で
す
。
本
年
は
桜
町
、

長
町
で
は
州
代
の
仙
川
化
で
か
な
り
の
良

い
成
制
を
砂
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。

A
農
業
経
営
の
合
理
化
を
図
ろ
う
全
悶
で
は
変
知
県
の
協
川
緋
作
は
一山排

木
町
農
業
縫
試
は
水
稲
出
・
作
の
方
が
大
水
に
ぷ
・
似
を
感
じ
、
こ
れ
が
吋
策
と
し
て

部
付
で
あ
る
の
で
、
今
年
の
秋
の
一
大
候
不
取
り
入
れ
ら
れ
見
事
水
位
引
が
大
変
楽
し

附
に
は
大
変
な
労
芳
が
あ
っ
た
こ
と
で
し
く
な
っ
た
の
み
か
、
一
般
作
業
も
相
当
に

ょ
う
。
そ
の
う
え
胴
制
米
の
発
生、

穂
発
楽
し
く
な
っ
た
こ
と
は
農
家
の
符
さ
ん
が

芥
の
た
め
呼
で
特
に
籾
乾
燥
に
つ
い
て
は
新
聞
等
で
ご
承
知
の
と
お
り
で
す
。
朝
日

掛
々
苦
心
さ
れ
な
が
ら
問
問
点
が
多
か
つ
町
法
家
と
し
て
協
同
耕
作
こ
そ
農
業
経
営

た
年
で
す
。

の
合
型
化
に
役
江
つ
方
相
別
で
あ
る
と
考
え

州
民
業
の
収
入
別
加
の
点
を
考
え
る
と
ら
れ
ま
す
。
各
生
再
開
組
わ
ご
と
か
陥
落
ご

き
、
共
同
経
営
感
制
が
今
後
の
設
業
経
営
と
に
相
談
さ
れ
る
よ
う
に
で
き
な
い
し
ょ

合
瑚
化
の
，
m官
点
で
す
。
隣
の
入
善
町
の
構
う
か
。

治
改
務
の
一
環
と
し
て
、
飯
野
剛
誠
実
協
同

A
朝
日
町
議
菜
を
自
給
生
産
し
よ
う

組
合
の
経
営
に
よ
る
ラ
イ
λ

セ

ン

タ

ー

で

農

薬

代
入
の
地
加
と
食
生
日
の
改
善
の

は
籾
の
共
同
乾
燥
鈎
杭
慨
を
行
な
い
、
胴
制

点

か

ら

み
て
、
秋
銑
誌
の
栽
踏
を
し
て
く

れ
に
よ
る
米
貿
の
低
下
は
や
は
り
少
く
、
だ
さ
い
。
経
営
の
一
環
と
し
て
取
り
入
れ

舵
胤
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
個
々
の
農
家
ら
れ
て
も
制
備
で
す
。
そ
れ
は
削
H
町
背

の
牝
蜘
施
設
ψ
び
に
技
術
に
つ
い
て
心
配
県
物
の
市
場
が
で
き
た
か
ら
削
白
い
と
考

も
な
く
、
大
変
一

的
農
家
か
ら
務
ば
れ
て
え
ら
れ
ま
す
。
秋
の
今
体
内
定
削
減
附
さ
れ

い
ま
す
。
朝
日
町
も
本
年
度
か
ら
櫛
治
改
る
も
の
と
し
て
半
忽
が
お
り
ま
す
。
向
家

器
事
実
質
も
実
例
さ
れ
ま
す
の
で
す
か
ら
用
で
し
た
ら
簡
を
帥
入
さ
れ
て
附
付
け
さ

こ
れ
を
脱
会
に
民
業
経
営
の
協
業
化
に
つ
れ
て
も
よ
い
作
物
で
す
。
食
生
活
の
改
善

環
一陣

湖町

農

事

教

室

か
ら
肉
食
が
敗
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
す
か
ら
玉
忽
の
必
民
性
が
山
て
き
ま

す
。主

U

切
仙
の
越
地
は
祁
凪
の
当
た
ら
な
いが甘

先
の
峻
い
と
こ
ろ
で
砂
質
岐
土
が
よ
い
と

こ
ろ
で
す
。
備
付
け
の
場
所
は
今
か
ら
準

備
し
て
く
だ
さ
い
。
石
灰
を
坪
当
り
四
匂

枚
撒
布
し
、
耕
起
し
て
お
き
、
約
三
週
間

位
後
宗
植
し
て
く
だ
さ
い
。
石
灰
の
な
い

方
は
民
で
も
結
構
で
す
。
的
量
は
坪
当
り

二
十
五
匂
位
ま
で
は
あ
が
り
ま
す
か
ら
樋

付
而
積
を
定
め
て
く
だ
さ
い
。

的
の
良
符
が
牧
量
と
大
な
る
関
係
が
あ

り
ま
す
か
ら
、
注
意
し
て
防
入
し
て
く
だ

さ
い
。
良
的
と
は

一
本
の
重
さ
三
、六

g
前

後
で
、
長
さ
が
三

O
糎
、
太
さ
が
三
極
位

の
商
に
し
て
考
い
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
あ

ま
り
太
い
と
春
に
な
っ
て
抽
台
し
ま
す
か

ら
面
白
く
あ
り
ま
せ
ん
。
苗
の
準
備
、
坪

当
り
百
本
を
準
備
し
て
く
だ
さ
い
。
抽
付

の
通
期
は
十
一
月
上
旬
で
す
。
肥
料
は
呼

当
り
枇
肥
六
キ
ロ
、
鶏
ふ
ん

O
、
五
キ
ロ

、
過
燐
駿
れ
灰

O
、
一
キ
ロ
、
木
灰

O
、

ニ
キ
ロ
を
土
と
よ
く
混
合
し
て
か
ら
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。

A
U
イ
チ
ゴ
の
植
付
け

春
五
月
の
史
実
と
し
て
イ
チ
ゴ
の
栽
法

も
面
白
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
一
戸
に
三

坪
位
あ
れ
ば
結
構
収
穫
が
楽
し
み
で
す
。

簡
は
坪
三
十
綜
紛
が
標
準
で
す
。
植
付
け

の
場
所
は
日
当
り
の
・
以
い
と
こ
ろ
な
ら
ど

こ
で
も
よ
い
で
す
。
平
ら
な
畑
で
は
う
ね

巾
一
、

τ．A
で
、
列
の
問
を
三
十
五
加
ず

っ
と
り
、

三
列
舶
が
良
い
よ
う
で
す
。
問

は
二
十
五

m
か
ら
三
十
聞
で
す
。
日
川崎
は

傘
む
が
一
般
で
す
が
ダ
ナ
ー
が
あ
れ
ば
’穴

き
な
実
に
な
り
ま
す
。
植
付
け
の
時
期
は

九
月
中
が
適
期
で
す
の
で
、
－
日
も
U
T
く

植
付
け
し
て
く
だ
さ
い
。
肥
料
は
示
恕
の

場
合
と
同
じ
位
で
す
。

手
入
れ
は
組
付
後
十
日
位
で
硫
安
坪
当

り
二
十
タ
を
水
十
リ
ツ
ト
山
げ
に
溶
か
し
追

肥
し、
怖
の
比
例
に
少
し
土
を
時
せ
る
（
非

に
土
を
か
け
な
い
よ
う
に
同
意
〉
。
敷
ワ

ラ
し
て
や
れ
ば
維

μ
が
防
止
で
き
ま
す
。

一
月
下
旬
に
硫
安
二
十
9
を
造
肥
す
る

マ
山
川
チ
問
の
以
レ
ポ
リ
チ
エ
リ
ン
を
政
き

消
め
る
災
刷
れ
が
少
な
く
な
る
。
も
し
け
十

取
り
を
盟
む
な
ら
一
月
中
下
旬
に
ピ
ニ

l

N
の
ト
ン
ホ
ル
を
か
け
れ
ば
早
い
口
地
よ

り
一
カ
月
以
く
コ
一
月
下
旬
か
ら

w
穫
で
き

ま
す
。
（
胡
日
設
業
改
良
普
及
所
〉

新

案
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朝
日
町
老
人

ク
ラ
ブ
連
合
会

朝
日
町
民
生
課

大
家
庄
一

五
グ
庄
一

五
ク
庄
一

間
保
一

大
家
庄

山

崎
間

保
山

崎

内口内口笹境内口

内
リ
’
』

F
h
u
a川
守

瓦
防
署
ーだよ
り

A
一
定
数
億
以
上
の
危
険
物
は
、
設
置
を

許
可
さ
れ
、
犠
準
ど
お
り
に
設
備
さ
れ
た

場
所
以
外
で
貯
蔵
し
た
り
、
放
置
し
た
り

取
扱
っ
た
り
す
る
と
消
防
法
に
違
反
し
重

く
罰
せ
ら
れ
ま
す
。

山
間
出
し
な
け
れ
ば
貯
蔵
、
取
扱
い
の
で

き
な
い
む
険
物
の
量
の
例

仙
川
恒
川
な
ど
の
場
合
H
一
O
O旬
以
上

五
O
O
I米
満

伸
ガ
ソ
リ
ン
の
場
行
H
ニ
O
立
以
上
、

一O
O
立
未
満

間
許
可
・
を
受
け
な
け
れ
ば
貯
蔵
、
取
敏
い

の
で
き
な
い
盆
（
指
定
数
量
）
の
例

川
w燈
油
な
ど
の
場
合
H
五

O
o
t以
上

例
ガ
ソ
リ
ン
の
場
合
H
一
O
O
E以
上

指
定
倣
量
以
ト
の
危
険
物
取
扱
い
に
は

免
許
を
持
っ
た
人
、
ま
た
は
持
っ
た
人
が

立
ち
あ
わ
な
け
れ
ば
取
扱
い
し
て
は
い
け

ま
せ
ん
。

か
り
に
恒
川
ド

ラ
ム九
州
ハ二

O
O
R入

り）

一
本
を
熱
川
け
で
ほ
い
て
あ
れ
ば
火

州
市
（
予
防
条
例
淀
反
と
な
り
ま
す
。

許
可
な
く
ガ
ソ
リ
ン
を
ド
ラ
ム
缶
（
ニ

O
O収
入
り
）
一
本
置
い
で
あ
れ
ば
間
防

法
違
反
と
な
り
ま
す
。

ム
吃
険
物
取
舵
主
任
者
試
験

－
試
験

の

州

知

叩

柿

乙

純

nム
拭
験
の
日
時
十
一
月
十
五
日

午
前
十
時

乱
試
験
局
所
魚
津
両
部
中
学
校

ι願
替
の
締
切

十
月
十
五
日

岡
事
は
梢
防
μ
引
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
不

明
の
点
は
的
防
判
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

、。
、
しM

・
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